
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

缶、びん、ペットボトルはできるだけ、地域などの集団回収、スーパーなどの回収ボックスを利用しましょう。 

指定袋等の販売は、 
町ホームぺージをご覧ください。 

不法投棄はやめましょう！「不法投棄は犯罪です」 

燃えないごみ 
 
 
 

ごみのイラストは経済産業省内「３R政策」のサイト内にある「ごみイラスト素材集」を使用しています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

家電リサイクル法

対象機器 
 

指定袋に入らない 

ものまたは、 

１０㎏以上のもの 

  

プラスチックごみ 
ペットボトル 

 
 

その他プラスチック 

 
 
 

ペットボトル 

その他 

プラスチック 

 
 
 

 

 
 

 

 

         
 

 

①金属類 
（かなもの） 

 
②小型電化製品 
及び有害物 

 
③陶器・ガラス類 
（ワレモノ） 

④その他不燃物 

 

資源ごみ 
缶・ビン 

 

 
衣類・布類、古紙類 

 

 

燃えるごみ 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衣類・布類 

古紙類 

 
 
 
 
 
 
 
 

缶 

ビン 
 

 

 

    

 

台所ごみ 

再生のきかない 
紙くず（名刺大未満） 

木くず など 

 

 

 

 

 

 

 

共通事項 
・指定袋の中身は、10㎏未満にして出してください。 

・指定袋の口を十文字にしばり、中身が出ないようにしてください。 

・ごみは収集日当日朝８時までに集積場所に出してください。 

・内容物等を取り除いてから出してください。 

・発火性のあるものの混入に、ご注意ください。 

 

  

家庭ごみの出し方 
安芸太田町 令和４年版 

毎週    曜日

日 
 

 

毎月    曜日

日 
 

毎週    曜日

日 
 

毎週    曜日

日 
 

毎週    曜日

日 
 

毎月    曜日

日 
 

月曜日～金曜日（祝・祭日を除く） 
※年末年始はご確認ください。 
9：00～12：00、13：00～16：30 

○時間外の受付はできません。 
○分別して持ち込んでください。 
○ごみの区分によって、手数料が異なります。 

 

 ○収集日は、ごみ収集カレンダーをご確認ください。 
○ごみの集積場所は、利用者で清潔に管理し、地区外のごみ 
集積場所には出さないでください。 

○家庭ごみ指定袋以外のものに入れて出すことはできません。 
○分別されていないごみは収集しません。 

 

 

衛生対策室 ☎23-1120 
住 民 課 ☎28-2116 
加 計 支 所 ☎22-1111 
筒 賀 支 所 ☎32-2121 

 

お問い合わせ先 
 

持 
 

●食用油は紙や布などにしみ込ませる 
か、固形化して出してください。 

●せん定した木くずは、長さを 30㎝ 

以下、直径を 10㎝以下のものを 
指定袋に入れて出してください。 

●マッチや花火は水に濡らしてから 

出してください。 

 

●ビン・缶のフタは必ず外して 
金属製は「燃えないごみ①」 

プラスチック製は 
「その他プラスチック」 
で出してください。 

●ラベルははがさなくても収集します。 
●割れたビンは「燃えないごみ③」 

で出してください。 

 
●布団や、カーペットなど袋に 

入らないものは「粗大ごみ」で 
出してください。 

●古紙類はひもでくくって指定袋を 
付けて出すか、指定袋の中に入れて 
ください。 

 

●区分ごとに別々の指定袋に入れて 
ください。 

●フタなどは中身が 

見える小袋に入れて 
出してください。 

●傘や蛍光灯は指定袋から出ていても 

収集します。 
●電池が入っているものは取り外して 

出してください。 

●刃物など危険のあるものは「刃物」 
や「ワレモノ」と記入して出して 
ください。 

 

 

●フタ、ラベルは 
「その他プラスチック」 

出してください。 
 

 

このマークが 
目印です。 
（数字が１のもの） 

 

●弁当容器など汚れているものは、 
洗ってから出してください。 

 
このマークが 
目印です。 

 

●粗大ごみ券はよく見えるところに 
貼り、粗大ごみ集積場所へ出して 
ください。 

●地域の集積場所をご確認ください。 
 

①リサイクル券を郵便局でお求めください。 

※メーカー・品目により料金が異なります。 

②収集日の前日までに役場に収集を申し込ん

でください。（戸別収集に伺います。） 

・収集、自己搬入に関わらず、家電１台につき 

収集運搬料金が必要です。 

・機器の中の物は、取り出しておいてください。 
 

●飲み物の缶、缶詰の缶 など   
※缶はつぶさないでください。    

 

●飲み物のビン、調味料のビン など 
※割れたビンは、「燃えないごみ➂」で出してください。 

 

●衣類、カーテン、ぬいぐるみ など    

 

●新聞紙、雑誌、ダンボール、はがき など 
 

 
①金属類 

（かなもの） 

 

●携帯電話・スマホ 

    

 

●鍋・フライパン 

  

 

●刃物・ハサミ 

 

 

●クギ・ハリガネ・ 
金属製のフタ 

    など 

 

 

●蛍光灯・電池・ 
使い捨てライター 
     など 

 

●アイロン・電気コード 

 

●割れガラス・温度計 

・かがみ  など 

 

●ガラス食器・花瓶 

 

●陶器類（茶碗など） 

 

●金属・木・プラスチック
の混合物（おもちゃ等）     

など 

 

●カバン・革製品 

 

 

●はきもの 

 

 

 

②小型電化製品
及び有害物 

 

③陶器・ガラス類 

（ワレモノ） 
④その他不燃物 

 

①キャップを外す   

 

③中を洗う 
 

 
②ラベルをはがす                        

 

 

④つぶす 
 

 
ミネラルウォーター、お茶、ジュース、しょうゆなどのペットボトル など 

  

 

●弁当容器 

 

●布団（１組程度） ●スキー（１セット） ●じゅうたん（１枚）  

●ゴルフクラブ（１セット） ●たたみ（１枚）      など 

 ★７０㎏以上のものは、直接、ポックルくろだおへ持ち込んでください。 

 

★できるだけ電器店などに引き取ってもらいましょう。 

 
【家電４品目】 

●エアコン（室外機を含む）  

●テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ式）  

●冷蔵庫、冷凍庫（冷温庫含む） ●洗濯機、衣類乾燥機 

 

●産業廃棄物 ●医療系廃棄物 ●タイヤ ●コンクリート塊 ●消火器 ●農薬 ●廃油 ●劇薬物 ●バッテリー  
●自動車 ●バイク（原付含む） ●中身の入っている塗料缶 ●トナーカートリッジ ●プロパンガスボンベ  
●灰 ●耐火金庫 ●オイルヒーター ●石膏ボード                           など 
★これらの処理については、購入された業者、販売店などへお問い合わせください。 

 ●パソコン 

（対象機器：デスクトップパソコン・ノートパソコン・CRTディスプレイ・液晶ディスプレイ・一体型パソコン） 

「一般財団法人パソコン３Ｒ推進協議会」☎03-5282-7685（https://www.pc3r.jp） 

PCリサイクルの対象です。 メーカーまたは、上記までお問い合わせください。  

 

 

 

  

 

      

 

   

 
   

 

●生ごみ、卵の殻 
●ティッシュ、 
カーボン紙など ●紙おむつ ●木くず 

●不織布マスク ●湿布、乾燥剤 

●錠剤・薬 

など ●写真 ●ペットの砂 ●吸殻 

●スナック菓子の袋 
 

●ビニール袋   
 

●食品トレイ  
 

●ポリバケツ  
 

●発泡スチロール  
 

●プラ製の容器    

 

など    
 

●ポリタンク    

 

●保冷剤・ 
使い捨てカイロ 

 

 

 


